
６
月
は
「
男
女
共
同
参
画

推
進
月
間
」
で
す

　
男
だ
か
ら
、
女
だ
か
ら
、
で
は
な
く
、

み
ん
な
が
力
を
出
し
合
い
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
活
躍
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
私
た
ち
の
ま
わ
り
の
男
女
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
こ
の
機

会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
田
沢
湖
図
書
館
、
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー

学
習
資
料
館
、
西
木
公
民
館
に
、
特
設
図

書
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
現
況
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い

児
童
手
当
受
給
者
の
方
へ

　
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
６

月
１
日
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
「
現
況
届
」

を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

引
き
続
き
児
童
手
当
を
受
け
る
要
件
が
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で

す
。
該
当
す
る
受
給
者
に
は
６
月
上
旬
に

通
知
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
提
出
書
類
／

①
現
況
届
（
用
紙
は
６
月
上
旬
に
お
送
り

し
ま
す
。）

②
保
険
証
の
コ
ピ
ー（
請
求
者
と
児
童
分
）

③
保
護
者
全
て
の
所
得
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
今
年
１
月
１
日
時
点
で

仙
北
市
に
住
民
登
録
が
な
か
っ

た
保
護
者
は
、
前
住
所
地
の

市
区
町
村
か
ら
「
平
成
28
年
度

（
平
成
27
年
分
）
の
児
童
手
当
用
所
得

証
明
書
」
を
取
り
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。

④
児
童
が
仙
北
市
外
に
住
民
登
録
を
し
て

い
る
方
は
、
児
童
の
属
す
る
世
帯
全
員

の
住
民
票
。

●
提
出
先
／
子
育
て
推
進
課
、
各
地
域
セ

ン
タ
ー
、
各
出
張
所

●
提
出
期
限
／
６
月
30
日
㈭

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
】

　
出
生
や
転
入
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
は
、

15
日
以
内
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　
申
請
が
遅
れ
る
と
遅
れ
た
月
分
の
手
当
が

受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
合
せ
／
子
育
て
推
進
課
家
庭
援
護
係

（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
８
０

児
　
児
童
手
当
か
ら
保
育
料
お
よ
び
学
校
給

食
費
等
に
つ
い
て
、
本
人
の
申
し
出
に
よ

り
納
付
額
を
引
き
去
る
特
別
徴
収
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
対
象
／

①
市
の
保
育
料
で
、
申
し
出
後
の
納
期
限

の
分
と
未
納
と
な
っ
て
い
る
分

②
市
の
学
校
給
食
費
で
、
申
し
出
後
の
納

期
限
の
分
と
未
納
と
な
っ
て
い
る
分

●
申
し
出
の
方
法
／
特
別
徴
収
の
申
し
出

に
あ
た
っ
て
は
、
受
付
前
に
個
別
に
確

童
手
当
か
ら
の
特
別
徴
収
（
引
き
去
り
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て

認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
次

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／

 

【
保
育
料
担
当
】

▼
子
育
て
推
進
課
子
育
て
支
援
係

　（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
８
０

 

【
学
校
給
食
費
担
当
】

▼
田
沢
湖
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　（
田
沢
湖
生
保
内
）
☎
（
43
）０
３
８
９

▼
角
館
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　（
角
館
町
小
勝
田
）
☎
（
53
）２
２
３
９

▼
西
木
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　（
西
木
町
桧
木
内
）
☎
（
48
）２
７
０
１

第
４
回
仙
北
市
国
家
戦
略

特
別
区
域
会
議
が
開
催

さ
れ
ま
し
た

　
４
回
目
の
区
域
会
議
が
平
成
28
年
5
月

10
日
に
中
央
合
同
庁
舎
（
都
内
）
で
開
催

さ
れ
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
の
迅

速
化
」
の
活
用
を
区
域
計
画
に
盛
り
込
み

ま
し
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
の

迅
速
化
を
活
用
し
た
い
団
体
等
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
規
制
緩
和
さ
れ
た
内
容
／

 

【
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
の
迅
速
化
】

　
秋
田
県
が
所
轄
庁
と
し
て
実
施
す
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
等
認
証
に
係
る
縦
覧

期
間
は
、
通
常
は
２
か
月
で
す
が
こ
れ

を
２
週
間
に
短
縮
す
る
と
い
う
も
の
。

●
規
制
緩
和
を
提
案
し
て
い
る
内
容
／

 

【
農
家
民
宿
等
の
団
体
が
行
う
農
林
業
体

験
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
旅
行
業
法
の
適

用
除
外
】

　
複
数
の
農
家
民
宿
が
連
携
商
品
の
企
画
・

販
売
・
代
金
収
集
な
ど
を
、
現
状
の
農
業

経
営
に
支
障
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
旅
行
業
法
の
適
用
除
外
を
提
案
。

 

【
労
働
時
間
貯
蓄
制
度
の
一
般
化
】

　
職
場
で
定
め
た
労
働
時
間
と
、
残
業
時

間
を
含
め
実
際
に
働
い
た
時
間
の
差
を

勤
務
先
の
口
座
に
積
み
立
て
、
後
か
ら

休
暇
な
ど
に
振
り
替
え
て
利
用
で
き
る

仕
組
み
の
一
般
化
を
提
案
。

●
問
合
せ
／
地
方
創
生
・
総
合
戦
略
室

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）３
３
１
５

●
問
合
せ
／
企
画
政
策
課
（
田
沢
湖
庁
舎
）

☎
（
43
）１
１
１
２

平成28年度のキャッチフレーズ

は、内閣府公募により、

意識をカイカク。
男女でサンカク。
社会をヘンカク。

（東京都　時田心太郎さんの作品）

に決定しました。

市
営
住
宅

入
居
者
募
集

●
募
集
期
間
／

　
６
月
１
日
㈬
～
16
日
㈭

●
募
集
住
宅
／

【
菅
沢
住
宅
５-

63
（
築
36
年
）
】

◎
住
所
／
角
館
町
菅
沢
46-

１

◎
規
格
／
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
３
階
建
２
階

◎
月
額
家
賃
／
１
万
６
３
０
０
円
か
ら

　（
所
得
額
に
よ
る
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
駐
車
場
な
し

【
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
塚
野
腰
６-

東（
築
16
年
）
】

◎
住
所
／
西
木
町
西
荒
井
字
塚
野
腰

　
１
６
４-

１

◎
規
格
／
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
平
屋
２
戸
建

◎
月
額
家
賃
／
１
万
９
７
０
０
円
か
ら

　（
所
得
額
に
よ
る
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
１
０
２
０
円

【
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
塚
野
腰
12-

東（
築
16
年
）
】

◎
住
所
／
西
木
町
小
渕
野
字
中
関
１-

１

◎
規
格
／
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
２
階
２
戸
建

◎
月
額
家
賃
／
１
万
９
９
０
０
円
か
ら

　（
所
得
額
に
よ
る
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
１
０
２
０
円

【
松
葉
住
宅
西-

２
０
１（
築
12
年
）
】

◎
住
所
／
西
木
町
桧
木
内
字
松
葉
２
４
７-

３

◎
規
格
／
集
合
住
宅
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
２
階
建
２
階

◎
月
額
家
賃
／
３
万
５
０
０
０
円

（
駐
車
料
金
１

台
分
含
む
）

◎

月
額
駐
車
料
金

／
１
０
２
０
円
（
２
台

目
よ
り
）

※
月
額
家
賃
の
３
か
月
分
の
敷
金
の
納
付
、
連

帯
保
証
人
が
必
要
と
な
り
ま
す
（
抽
選
日
か

ら
10
日
以
内
）。

※
暖
房
器
具
は
、
湿
気
防
止
の
た
め
、
屋
外
給

排
気
式
（
Ｆ
Ｆ
式
等
）
ま
た
は
電
気
ス
ト
ー

ブ
を
使
用
。

※
申
込
は
１
世
帯
１
戸
限
り
で
す
。

●
入
居
資
格
／
次
の
①
～
⑤
ま
で
の
条
件

に
す
べ
て
あ
て
は
ま
る
こ
と

①
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
あ
る
こ
と
（
婚
姻
の
予
約

者
を
含
む
）

②
入
居
希
望
者
の
月
額
所
得
合
計
が
15
万

　
８
０
０
０
円
以
下
。
た
だ
し
、
小
学

校
就
学
前
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
は

25
万
９
０
０
０
円
以
下
（
松
葉
住
宅
は

所
得
制
限
な
し
）

③
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
な
者

④
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者

⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

※
単
身
入
居
の
場
合
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
昭
和
31
年
４
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
申
込
可
能
等
）。

※
市
外
在
住
の
方
で
も
入
居
可
能
で
す
。

●
申
込
方
法
／
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
必
要
書
類
を
添
え
て
、
募
集
期
間

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
当
日
必
着
）。

●
提
出
先
・
申
込
書
設
置
場
所
／

　
都
市
整
備
課
（
西
木
庁
舎
）、
田
沢
湖
・

角
館
地
域
セ
ン
タ
ー

●
添
付
書
類
／

①
入
居
希
望
者
全
員
の
市
税
の
滞
納
が
な

い
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の
　
各
１
通

（
学
生
は
除
く
）

②
入
居
希
望
者
全
員
の
平
成
28
年
度
市
県

民
税
課
税
証
明
書
　
各
１
通
（
所
得
・

控
除
・
年
税
額
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

③
入
居
希
望
者
の
世
帯
の
住
民
票
謄
本
　

１
通
（
省
略
事
項
の
な
い
も
の
・
婚
姻

予
定
者
等
は
各
１
通
）

④
生
活
保
護
受
給
者
は
、
生
活
保
護
受
給

証
明
書
　
１
通

⑤
単
身
入
居
者
は
、
戸
籍
謄
本
　
１
通

　（
単
身
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）

⑥
そ
の
他
特
別
な
事
由
の
書
類

●
選
考
方
法
／
応
募
者
多
数
の
場
合
、
書

類
審
査
の
う
え
、
公
開
抽
選
（
申
込
人

に
よ
る
く
じ
引
き
）
を
行
い
ま
す
。

◎
抽
選
日
時
／
６
月
23
日
㈭  

14
時

◎
抽
選
場
所
／
西
木
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー

２
階 

農
林
研
修
室
（
西
木
庁
舎
）

●
入
居
時
期
／
７
月
１
日
㈮
～

●
問
合
せ
／
都
市
整
備
課
住
宅
公
園
係

　（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
９
５

地
籍
調
査
事
業
に
つ
い
て
の

お
知
ら
せ
と
お
願
い

　
仙
北
市
（
角
館
地
区
）

で
は
、
平
成
４
年
度
か
ら

土
地
の
基
本
と
な
る
地
籍
調

査
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
地
籍
と
は
、

一
筆
ご
と
の
地
番
・
地
目
・
面
積
・
所
有

者
・
権
利
関
係
を
記
録
し
た
も
の
で
、
人

間
の
戸
籍
に
あ
た
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
地
籍
調
査
事
業
で
、
皆
さ
ん
が
所

有
す
る
土
地
（
宅
地
・
田
・
畑
・
山
林
・
原

野
等
）
の
正
確
な
地
図
や
台
帳
を
作
る
こ

と
に
よ
り
、
災
害
な
ど
で
境
界
が
不
明
に

な
っ
て
も
容
易
に
復
元
す
る
こ
と
が
可
能

で
、
境
界
紛
争
等
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
な

る
な
ど
、
多
く
の
利
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、

調
査
計
画
区
域
に
土
地
を
所
有
さ
れ
る
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
平
成
28
年
度
調
査
計
画
区
域
／
角
館
町

西
長
野
八
百
刈
・
高
森
・
月
見
堂
、
角

館
町
雲
然
山
崎
・
山
口
・
上
町
屋
・
下
町

屋
の
各
一
部

●
調
査
実
施
期
間
／
６
月
下
旬
か
ら
10
月

下
旬

※
関
係
者
の
方
々
に
は
事
前
に
通
知
し
ま
す
。

●
問
合
せ
／
財
政
課
国
土
調
査
係

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）３
３
８
５

▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

市 information
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